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緊急事態宣言解除後の面会対応のお知らせ 

 

5月 25日付にて、新型コロナウイルス感染による緊急事態宣言が解除された事

に伴い、今後のクローバーガーデンにおける面会対応につき、皆様方の御理解、御

協力を賜りたくお知らせさせて頂きます。 

今般、緊急事態宣言は解除されたものの、今後第 2波、第 3波の恐れが懸念されま

す。このように予断を許さない状況が今暫く続くものと推察される中、クローバー

ガーデンにおきましては、感染状況を見極めながら次の様に段階的に面会対応を進

めて参りたいと存じます。 

第一段階 

 5月 26日より、1Fフロアーにて 3密を回避した上での短時間の面会を開始させ

て頂きます。尚、感染防止対策の為、面会は予約制とさせて頂きます。 

第二段階 

 状況を見極め特に問題がない場合には、2週間後を目途に 1F多目的室での面会

を開始させて頂きます。この際も、面会は予約制とさせて頂きます。 

第三段階 

 状況の改善が進んだ場合、更に 2週後を目途に居室での面会を開始させて頂きま

す。 

＊いずれの段階も、面会の際は手洗い、うがい、検温、マスクの着用を引き続き御

願い致します。 

2月以前の面会体制に戻るには、国からの終息宣言後に改めて検討を致したいと存

じます。また、例外として急変時など、個別対応については配慮をさせて頂きます。 

クローバーガーデンにおいては、今後も感染症への警戒を緩める事なく、細心の注

意を払い感染予防、対策の徹底を継続して参りたいと存じます。また、御心配、御

不明な点が御座いましたら遠慮なくお問い合わせ下さい。 

皆様方の御理解、御協力の程、何卒お願い申し上げます。 

 

略儀ではございますが、書面をもって御報告させて頂きます。   
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